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令和５年度 狩猟免許 更新案内 
 

 

 

１  更新対象者 

  埼玉県内に住所を有し、有効期間が令和５年９月１４日までの狩猟免許を所持している

方。 

  ただし、次のいずれかに該当する場合は更新できません。 

 (1) 次に掲げる病気にかかっている方 

   ア 統合失調症 

   イ そううつ病（そう病及びうつ病を含む。） 

   ウ てんかん（発作が再発するおそれがないもの、発作が再発しても意識障害が 

     もたらされないもの及び発作が睡眠中に限り再発するものを除く。） 

   エ ア、イ、ウに掲げるもののほか、自己の行為の是非を判別し、又はその判別 

     に従って行動する能力を失わせ、又は著しく低下させる症状を呈する病気 

 (2) 麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒の方 

 (3) 自己の行為の是非を判別し、又はその判別に従って行動する能力がなく、又は著し 

     く低い方 

 

２ 適性検査の期日・会場等 

 

 お住まいの地域に関わらず、希望する回を選択して申し込むことができます。 

 

回 
更新講習・適性検査 更新申請書 

受付期限 

新しい免状の 

交付開始日 期日 会場 

１ 6月30日（金） 三郷市文化会館 6月22日（木） 7月10日（月） 

２ 7月 9日（日） 東松山市民文化センター 6月30日（金） 7月19日（水） 

３ 8月 5日（土） 
加須市加須文化・学習セン

ター 
7月28日（金） 8月15日（火） 

４ 8月10日（木） 
深谷市花園文化会館 

アドニス 
8月2日（水） 8月21日（月） 

５ 8月18日（金） 秩父市歴史文化伝承館 8月9日（水） 8月28日（月） 

 ※ 会場へは、できるだけ公共交通機関を御利用ください。 

 ※ 自家用車等で来場する場合は、必ず会場の駐車場を御利用ください。ただし、会場に

  より駐車スペースには限りがあります。 

  ※ 受付開始は、いずれの回も６月１日(木)です。 

 

３ 自宅学習の実施 

  免許を更新する方が受講する講習会については、令和４年度同様に、会場内での講義に

代えて適性検査の合格者に配布する資料により、自宅において各自学習を行っていただ

きます。 

彩の国 

埼玉県 

埼玉県マスコット 

「コバトン」「さいたまっち」 
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  資料は「狩猟読本」と「テキスト」です。なお、「テキスト」はインターネット環境が

ある方は、埼玉県公式ホームページ「狩猟免許更新の自宅学習テキスト」からダウンロ

ードできます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４  新型コロナウイルス感染防止対策について 

  新型コロナウイルス感染防止の観点から、適性検査当日の受付時間帯を、複数に分

けて実施します。会場内での滞留を避けるため、指定された受付開始時間より早く入

場することは御遠慮ください。 

  当日の受付時間帯は、受検票をお渡しする際にお伝えします。（受検票に記載しま

す。御自身で時間帯を選ぶことはできませんので、御了承ください） 

  適性検査当日の朝に各自で検温し、体調不良の方（せき・発熱等の症状がある方、

新型コロナウイルス感染症等に罹患し治癒していない方など）は、受検を控えてくだ

さい。その際、お住まいの市町村を管轄する県環境管理事務所（別表参照）に必ず御

連絡ください。 

  会場内にある消毒液で手指を消毒するなど、感染防止対策に御理解、御協力をお願い

します。 

  新型コロナウイルスの感染拡大状況によっては、やむを得ず会場等を変更する可能性

があります。その場合、埼玉県ホームページ「狩猟免許更新」のページで案内すると

ともに、申込済みの方には直接お知らせします。 

 

５ 狩猟免許更新申請書の入手方法 

  申請用紙は次のいずれかの方法で入手できます。 

  (1) 申請書等の郵送 

   今年度が狩猟免許更新対象となる方へ「狩猟免許有効期間満了と更新についてのお知 

  らせ」と「狩猟免許更新申請書」を、５月末を目途に発送します。 

 

  (2) ホームページからのダウンロード 

    埼玉県公式ホームページ「狩猟免許更新」のページからダウンロードできます。 

   Ａ４用紙に片面印刷（両面印刷不可）して使用してください。 

 

   

  埼玉県公式ホームページ「狩猟免許更新」 
 

  ・検索キーワード「埼玉県 狩猟免許更新」  ・二次元コード 

 

  ・ＵＲＬ 

   https://www.pref.saitama.lg.jp/a0508/tyouzyu/syuryomenkyo/koshin.html 

 

埼玉県公式ホームページ「狩猟免許更新の自宅学習テキスト」 
 
・検索キーワード「埼玉県 狩猟免許更新 自宅学習テキスト」 

                       ・二次元コード 

・ＵＲＬ 

 https://www.pref.saitama.lg.jp/a0508/tyouzyu/syuryomenkyo/kousin_text.html 
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６ 狩猟免許更新申請書等の提出のしかた 

（１）提出先 

    お住いの市町村を管轄する環境管理事務所（この案内6ページの別表を参照） 

 

（２）提出方法 

    各回の受付期限まで（必着）に 持参 又は 郵送(特定記録) いずれか 

    ※ 持参の場合は、受付時間は平日の９時～１２時と１３時～１７時です。 

 

      所属する地区猟友会で更新申請を取りまとめている場合は、 

      地区猟友会を通じて提出してください。 

 

（３） 提出物（①から④は必ず提出してください） 

  ① 狩猟免許更新申請書（２枚目の受検票Ａ・Ｂも含む）【必須】 

 

  ② 写真１枚【必須】 

    ・申請前６か月以内に撮影 

    ・無帽、正面、上三分身（頭から胸まで）、無背景 

       ・大きさ 縦 3.0 ㎝、横 2.4 ㎝で 

    ・裏面に氏名及び撮影年月日を記載 

      ※ 写真は、①の申請書２枚目（受検票）に貼り付けて提出してください。 

 

  ③ 手数料として埼玉県収入証紙（免許 1種類につき２，９００円分）【必須】 

    （金額一覧） 

更新する免許の数 １種類 ２種類 ３種類 

手数料の合計 2,900 円 5,800 円 8,700 円 

      ※ 埼玉県収入証紙の販売場所は、県ホームページ「収入証紙の販売場所一覧」 

       で確認できます。 

      ※ 埼玉県収入証紙は、①の申請書に貼り付けて提出してください。 

 

④ 次の ア・イ のうち、いずれか１つ【必須】 

  ア  銃砲刀剣類所持等取締法第４条第１項第１号の規定による所持許可証の写し 

   ※ 顔写真のあるページを見開きでコピーしてください。 

  イ  鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第４０条第２号から第４号

に該当しない者であることを証する医師の診断書（参考様式は、この案内の末尾） 

   ※ 参考様式をコピー等して医療機関に持参し、医師の診断を受けてください。 

   ※ 診断書は申請日から３か月以内に発行されたものを提出してください。 

 

   ⑤ 受検票送付用封筒（ ※申請書を郵送で提出する場合のみ ） 

    角形２号(Ａ４版対応)送付先住所・氏名を記入、１２０円※切手を貼付 

    ※ 切手代は規格内(長辺 34cm 以内、短辺 25cm 以内)封筒を使用した場合です。 

    ※ 申請を受理した後、受検票をこの封筒で送付します。 

 

  ⑥ 狩猟免状郵送用封筒（ ※郵送による免状交付を希望される方のみ ） 

 角形２号（Ａ４版対応）送付先住所・氏名を記入、４４０円分の※切手を貼付 

    ※ 切手代は規格内(長辺 34cm 以内、短辺 25cm 以内)封筒を使用した場合です。 
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７ 適性検査当日の日程 

 (1) 受  付 ： 各自指定された受付時間帯に来場 

 (2) 適性検査 ： 運動能力、聴力、視力の検査を順次実施 

 (3) 資料配布 ： 適性検査合格者の方に、資料を配布 

 (4) 帰  宅 ： 帰宅後、資料により各自学習 

 

   ※ 当日の受付時間帯は、受検票に記載してお知らせします。 

   ※ 御自分で時間帯を選ぶことはできませんので、御了承ください。 

   ※ 受付時間帯は、おおむね数十分ずつ設定します。 

   ※ 新型コロナウイルス感染防止の観点から、指定された受付開始時間より早く入場

することは御遠慮ください。 

 

８ 当日の持ち物 

 (1) 受検票 

 (2) 眼鏡、補聴器等（適性検査の合格基準に達するため必要な場合） 

 

９ 狩猟免状の交付 

  適性検査に合格した場合、狩猟免状は住所地を管轄する県環境管理事務所（この案内6

 ページの別表を参照）で交付します。 

  申請時に免状送付用封筒を提出いただいた方へは、郵送（簡易書留）します。 

  申請時に猟友会を通じて申し込まれた方へは、猟友会を通じて交付します。 

  ※ 交付開始日は１ページの「２ 適性検査の期日・会場等」のとおりです。 

 

10 諸注意 

 (1) 種類及び有効期間満了日が異なる２つ以上の狩猟免許を所持し、いずれか１つが 

  今年度に有効期間が満了する場合は、他の狩猟免許と併せて更新を受けることがで 

  きます。 

 (2) 申請書を受理した後は、理由にかかわらず手数料(収入証紙)はお返しできません 

  ので、あらかじめ御了承ください。 

 (3) 会場へはできるだけ公共交通機関を御利用ください。自家用車等を利用する場合 

  は、必ず会場の駐車場を御利用ください。ただし、会場により駐車できる台数には 

  限りがあります。 

 (4) 全体の定員には十分な余裕がありますが、特定の回に申請が集中した場合、その 

  回の受付を期限前に打ち切る可能性があります。その場合は、別の回での受検をお 

  願いすることになりますので御了承ください。 

 (5) 今回、更新の対象となる狩猟免状の記載事項に変更がある場合は、狩猟免許更新 

  申請書の提出前に変更手続を完了させてください。 

 (6) 更新後の新しい免状は、更新前の免状と引き換えにお渡しします。ただし、地区 

  猟友会を通して更新申請書を提出された場合は、地区猟友会を通して免状をお渡しし

  ます。 
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11 適性検査の内容・合格基準 

 

１ 視 力     

万国式試視力表により検査した視力で、それぞれの免許の区分に応じ、以下の

基準を満たしていること（矯正視力を含む。）。 

＜網猟、わな猟＞ 

 両眼で0.5以上であること。（ただし、一眼が見えない者については、他眼の

視野が左右150度以上で、視力が0.5以上であること。） 

＜第一種銃猟、第二種銃猟＞ 

  両眼で0.7以上であり、かつ、一眼でそれぞれ0.3以上であること。（ただし

、一眼の視力が0.3に満たない者又は一眼が見えない者については、他眼の視野

が左右150度以上で、視力が0.7以上であること。） 

 

２ 聴 力     

１０メートルの距離で、９０デシベルの警音器の音が聞こえる程度の聴力 （

補聴器により補正された聴力を含む。）を有すること。 

 

３ 運動能力 

狩猟を安全に行うことに支障を及ぼすおそれのある四肢又は体幹の障害がない

こと。ただし、これらの障害がある者については、その者の身体の状態に応じ

た補助手段を講じることにより狩猟を行うことに支障を及ぼすおそれがないと

認められるものであること。 
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           別表 

埼玉県の環境管理事務所（更新申請の窓口） 
事 務 所 名 所  在  地 お住いの市町村 電話番号 

中央環境管理事務所 

 
〒330-0074 

さいたま市浦和区 
北浦和 5-6-5 

（埼玉県浦和合同庁舎） 
 

さいたま市・川口市・ 
鴻巣市・上尾市・蕨市・ 
戸田市・桶川市・北本市・ 
伊奈町 

048(822)5199 

西部環境管理事務所 

〒350-1124 
川越市新宿町 1-17-17 

(ウェスタ川越 公共施設棟４階) 
 

 
川越市・所沢市・飯能市・ 
狭山市・入間市・朝霞市・ 
志木市・和光市・新座市・ 
富士見市・日高市・ 
ふじみ野市・三芳町 

 

049(244)1250 

東松山環境管理事務所 
〒355-0024 
東松山市六軒町 5-1 
（埼玉県東松山地方庁舎） 

 
東松山市・坂戸市・ 
鶴ヶ島市・毛呂山町・越生町・ 
滑川町・嵐山町・小川町・ 
川島町・吉見町・鳩山町・ 
ときがわ町・東秩父村  

 

0493(23)4050 

秩父環境管理事務所 

 
〒368-0042 
秩父市東町 29-20 
（埼玉県秩父地方庁舎） 

 

 
秩父市・横瀬町・皆野町・ 
長瀞町・小鹿野町 0494(23)1511 

北部環境管理事務所 
〒360-0031 
熊谷市末広 3-9-1 
（埼玉県熊谷地方庁舎） 

 
熊谷市・本庄市・深谷市・ 
美里町・神川町・上里町・ 
寄居町  

 

048(523)2800 

越谷環境管理事務所 

 
〒343-0813 
越谷市越ヶ谷 4-2-82 
（埼玉県越谷合同庁舎） 

 

 
草加市・越谷市・八潮市・ 
三郷市・吉川市・松伏町 

 
048(966)2311 

東部環境管理事務所 

 
〒345-0025 
杉戸町清地 5-4-10 

 

 
行田市・加須市・春日部市・ 
羽生市・久喜市・蓮田市・ 
幸手市・白岡市・宮代町・ 
杉戸町 

 

0480(34)4011 



 

（参考様式）狩猟免許用 

 

診  断  書 

 

                          住  所                  

 

                           氏  名                  

 

                           生年月日         年   月   日 生 

                                         

 

 上記の者について、以下のとおり診断します。 

 

１ 精神障害又は発作による意識障害をもたらし、その他の狩猟を適正に行う

ことに支障を及ぼすおそれがある次の病気にかかっている者ではない。 

  （１）統合失調症  

 （２）そううつ病（そう病及びうつ病を含む。） 

 （３）てんかん（発作が再発するおそれがないもの、発作が再発しても意識障

害がもたらされないもの及び発作が睡眠中に限り再発するものを除く。） 

 （４）（１）から（３）に掲げるもののほか、自己の行為の是非を判別し、又

はその判別に従って行動する能力を失わせ、又は著しく低下させる症状を

呈する病気 

２ 麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者ではない。 

３ 自己の行為の是非を判別し、又はその判別に従って行動する能力がなく、又

は著しく低い者ではない。 

 

 

       年   月   日 

 

              
所 在 地                

 

         医療機関の   名  称                 

          

                     
医  師                

 
 


